
 

福井市地域子育て支援拠点事業開設準備経費補助金交付要綱 

  

（目的） 

第１条 この要綱は、福井市補助金等交付規則（昭和４８年福井市規則第１１号。以下

「規則」という。）に定めるもののほか、福井市地域子育て支援拠点事業実施施設を新

規開設する者に対して、施設の開設に必要な施設の改修等に要する経費を予算の範囲内

で補助するにあたり、補助要件その他について、必要な事項を定めることにより、福井

市地域子育て支援拠点事業実施施設の開設を推進することを目的とする。 

  

（補助対象） 

第２条 補助を受けるには、本市が実施する福井市地域子育て支援拠点運営業務の委託事

業者募集に応募し、本市により新たに事業者として選定された者であって、本市が指定

する日に地域子育て支援拠点事業実施施設を新規開設することができる者でなければな

らない。 

  

（補助の対象及び補助額） 

第３条 補助の対象となる経費（以下「補助対象」という。）は、次の各号に規定するもの

とする。ただし、事業を実施する上で、本市が必要と認めたものに限る。 

（１）福井市地域子育て支援拠点事業実施施設の新規開設を予定している建物の簡易な改

修（壁、床等の張替え等。躯体整備を伴うものは除く。）に係る工事請負費、設計料

及び設計監督料 

（２）福井市地域子育て支援拠点事業の実施にあたって必要となる備品購入費（備品の配

送費、設置費、工事費を含み、リースによるものは除く。）及び消耗品費 

（３）福井市地域子育て支援拠点事業実施施設の新規開設にあたっての広報経費。 

（４）福井市地域子育て支援拠点事業実施施設の新規開設に係る礼金（賃貸借契約解除時

に返金されるものは除く）及び開設前１か月の賃借料 

２ 補助金の額は、前項各号において規定する補助対象のうち事業実施者が令和９年２月

２８日までに実際に支払った経費（（１）～（３）については４００万円を、（４）につ

いては６０万円をそれぞれ限度とする。）に１０分の１０を乗じて得た額とする。な

お、１，０００円未満の端数がある場合は切り捨てるものとする。 

 



 

 （交付申請） 

第４条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は福井市地域子育て

支援拠点事業開設準備経費補助金交付申請書（様式第１号）に規則第３条各号に掲げる

事項を記載し、補助事業に係る契約予定日又は購入予定日の３０日前までに市長に提出

しなければならない。 

２ 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 

（１）事業計画書及び工程表 

（２）収支予算書 

（３）補助対象に係る見積書の写し 

（４）工事明細書 

（５）工事関係図面一式 

（６）備品の設置予定場所を示す位置図 

（７）その他、市長が必要と認める書類 

  

（指令前着手） 

第５条 前条の申請を行った者が交付決定前に着手しようとするときは、福井市地域子育

て支援拠点事業開設準備経費補助金指令前着手届（様式第２号）を市長に提出しなければ

ならない。 

 

（交付決定） 

第６条 市長は、第４条による補助金の交付の申請があったときは、これを審査し、補助

金の交付が適当であると認めるときは、予算の範囲内において補助金の交付決定を行

い、福井市地域子育て支援拠点事業開設準備経費補助金交付決定通知書（様式第３号）

により申請者に通知するものとする。 

２ 市長は、前項の審査の結果、補助金を交付することが不適当であると認めたときは、

理由を付して、申請者に通知するものとする。 

  

（交付の条件） 

第７条 この補助金の交付の決定には、次の各号の条件が付されるものとする。 

（１）事業の内容を変更（軽微な変更を除く。）する場合には、あらかじめ市長の承認を

受けなければならない。 



 

（２）事業を中止し、又は廃止する場合には、市長の承認を受けなければならない。 

（３）事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難になった場合には、速

やかに市長に報告してその指示を受けなければならない。 

（４）事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価５０万円以上の機械、器具及び

その他の財産については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令

（昭和３０年政令第２５５号。以下「適化法施行令」という。）第１４条第１項第２

号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過するまで、市長の承認を受けな

いで、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に

供し、又は廃棄してはならない。 

（５）市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の

全部又は一部を市に納付させることがある。 

（６）事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても善

良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければなら

ない。 

 （７）事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について

証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を補助金の額の確定の日（事業の中止又は

廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日）の属する年度の終了後５年間保

管しておかなければならない。ただし、事業により取得し、又は効用の増加した価格

が単価５０万円以上の財産がある場合は、当該期間を経過後、当該財産の財産処分が

完了する日、又は適化法施行令第１４条第１項第２号の規定により厚生労働大臣が別

に定める期間を経過する日のいずれか遅い日まで保管しておかなければならない。 

（８）補助事業に対して、他の補助金等の交付を受けてはならない。 

（９）補助事業の遂行にあたり、売買、請負その他の契約をする場合には、見積合せ等を

実施し、契約先の選定過程及び選定理由を明確にすること。事業終了後に見積書（２

者以上）を提出すること。見積合せを実施しない場合は契約先選定理由書を提出しな

ければならない。見積合せ等、契約先選定理由書の提出を省略できる契約は下記の表

の契約金額を超えない範囲とする。 

契約の種類 契約金額（税込） 

（１）工事又は製造の請負 ２００万円  

（２）財産の買入 １５０万円  

（３）物件の借入 ８０万円  

（４）前各号に掲げる以外のもの １００万円  



 

（補助事業の変更等） 

第８条 補助金の交付の決定を受けた者（以下「補助事業者」という。）は、補助事業の内

容等の変更（軽微な変更を除く。）をしようとするときは、福井市地域子育て支援拠点

事業開設準備経費補助金変更承認申請書（様式第４号）を、補助事業の中止又は廃止を

しようとするときは、福井市地域子育て支援拠点事業開設準備経費補助金中止・廃止承

認申請書（様式第５号）を市長に提出し、承認を受けなければならない。 

 

（立入検査等） 

第９条 市長は、補助金の適正な執行を期するため、必要があると認めたときは、補助事

業者に対して報告を求め、又は補助事業者の承諾を得た上で職員に当該補助事業者の事

務所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは質問させることができ

る。 

 

（実績報告） 

第１０条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、福井市地域子育て支援拠点事業開

設準備経費補助金実績報告書（様式第６号）により、市長が指定する日までに、市長に

報告しなければならない。 

２ 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 

（１）収支決算書 

（２）補助事業に係る契約関係書類の写し 

（３）工事完成引渡書の写し 

（４）納品書の写し 

（５）補助事業に係る領収書、経費の振込を行ったことを金融機関が証明した書類の写し 

（６）備品を設置した場所を示す位置図 

（７）建物内外主要部分の写真等 

（８）その他、本市が必要とする書類 

  

（補助金の額の確定等） 

第１１条 市長は、前条第1項の規定による実績報告書の提出を受けたときは、報告書等の

書類の審査、領収書等根拠資料の現地調査等により、当該報告に係る補助事業の成果が

補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査



 

し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、福井市地域子育て支援

拠点事業開設準備経費補助金額確定通知書（様式第７号）により補助事業者に通知する

ものとする。 

  

（補助金の交付の時期等） 

第１２条 市長は、補助事業の完了後、前条の規定による補助金の額の確定を経た後に、

補助事業者から請求書（様式第８号）の提出を受けた日から３０日以内に当該請求に係

る補助金を交付するものとする。 

      

（返還） 

第１３条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金

交付決定の全部又は一部を取り消し、既に補助金が交付されているときは、補助金の全

部又は一部の返還を命ずることができる。 

（１）偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。 

（２）補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。 

（３）法令又はこの要綱の規定若しくは補助金の交付決定に付した条件に違反したとき。 

２ 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても

適用があるものとする。 

 

（委任） 

第１４条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に

定める。 

  

附 則 

１ この要綱は、令和８年７月１日から施行する。 

２ この要綱は、令和９年３月３１日限りその効力を失う。ただし、同日までに交付の決

定がなされた補助金については、同日後もなおその効力を有する。 

  



 

様式第１号（第４条関係） 

令和   年    月    日 

 

福井市長 様 

 

住     所 

名     称 

代 表 者                         (※) 
 (※)代表者が手書きしない場合は、記名押印してください。 

 

 

福井市地域子育て支援拠点事業開設準備経費補助金交付申請書 

 

 

みだしの補助を受けたいので、福井市補助金等交付規則第３条の規定に基づき、関係書類を添えて、下

記のとおり申請します。 

 

記 

 

１ 補助事業の目的及び内容 

 

２ 補助事業の着手予定日     令和  年  月  日 

 

３ 補助事業の完了予定日     令和  年  月  日 

 

４ 補助金交付申請額   金              円(千円未満切捨て) 

 

５ 添付資料 

 

（１）事業計画書及び工程表 

（２）収支予算書 

（３）補助対象に係る見積書の写し 

(4)工事明細書 

（５）工事関係図面一式 

（６）備品の設置予定場所を示す位置図 

（７）その他、本市が必要とする書類 

 

  



 

様式第２号（第５条関係） 

令和   年    月    日 

 

福井市長 様 

 

住     所 

名     称 

代 表 者                         (※) 
 (※)代表者が手書きしない場合は、記名押印してください。 

 

 

福井市地域子育て支援拠点事業開設準備経費補助金指令前着手届 

 

 

年  月  日付で交付申請した下記の事業について、指令前に着手したいので、別記条件を了承の上

届けます。 

 

記 

 

１ 補助事業の目的及び内容 

 

２ 事  業  費               金              円 

 

３ 補助事業の着手予定日     令和  年  月  日 

 

４ 補助事業の完了予定日     令和  年  月  日 

 

５ 指令前着手を必要とする理由 

 

（別記条件） 

１ 補助金の交付決定を受けるまでの期間内に、天災地変等の事由により実施した事業に損失を生じた場

合、これらの損失は事業主体が負担する。 

２ 交付決定を受けた補助金額が、交付申請額に達しない場合においても異議はない。 

 

  



 

様式第３号（第６条関係） 

 

福井市指令こ政第    号 

 

住  所  

名  称  

代表者名 

 

 

令和   年    月    日付で申請のあった福井市地域子育て支援拠点事業開設準備経費補助金につ

いては、福井市補助金等交付規則第４条の規定により、次のとおり交付することに決定したので､同規則第

６条の規定により通知する。 

 

令和   年     月     日 

 

福井市長   

 

記 

 

 

1 交付決定額                  円 

 

2 交付の条件 

（１） 補助事業の内容を変更（軽微な変更を除く。）する場合には、あらかじめ市長の承認を得ること。 

（２） 事業を中止し、又は廃止する場合には、市長の承認を受けなければならない。 

（３） 補助事業等が予定期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難と認められる場合に

おいては、速やかに市長に報告して、その指示を受けること。 

（４） 事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価５０万円以上の機械、器具及びその他の財産

については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令（昭和３０年政令第２５５号。

以下「適化法施行令」という。）第１４条第１項第２号の規定により厚生労働大臣が別に定める期

間を経過するまで、市長の承認を受けないで、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、

交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄してはならない。 

（５） 市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部

を市に納付させることがある。 

（６） 事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても善良な管理者の

注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならない。 

（７） 事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整

理し、当該帳簿及び証拠書類を補助金の額の確定の日（事業の中止又は廃止の承認を受けた場

合には、その承認を受けた日）の属する年度の終了後５年間保管しておかなければならない。ただ

し、事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価５０万円以上の財産がある場合は、前記の

期間を経過後、当該財産の財産処分が完了する日、又は適化法施行令第１４条第１項第２号の規

定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過する日のいずれか遅い日まで保管しておかなけ

ればならない。 

（８） 補助事業に対して、他の補助金等の交付を受けてはならない。 



 

（９） 補助事業の遂行にあたり、売買、請負その他の契約をする場合には、見積合せ等を実施し、契約先

の選定過程及び選定理由を明確にすること。事業終了後に見積書（２者以上）を提出すること。見

積合せを実施しない場合は契約先選定理由書を提出しななければならない。見積合せ等、契約先

選定理由書の提出を省略できる契約は下記の表の契約金額を超えない範囲とする。 

 

契約の種類 契約金額（税込） 

（１）工事又は製造の請負 ２００万円  

（２）財産の買入 １５０万円  

（３）物件の借入 ８０万円  

（４）前各号に掲げる以外のもの １００万円  

 

  



 

様式第４号（第８条関係） 

令和   年    月    日 

 

 

 福井市長 様 

 

 

                                        住    所  

名    称 

代 表 者                          （※） 
                                    (※)代表者が手書きしない場合は、記名押印してください 

 

福井市地域子育て支援拠点事業開設準備経費補助金変更承認申請書 

 

 

 令和   年    月    日付、福井市指令  第    号で交付決定を受けた福井市地域子育て支援拠点

事業開設準備経費補助金について、補助事業の内容を変更したいので、福井市地域子育て支援拠点事

業開設準備経費補助金交付要綱第８条の規定により、申請します。 

 

記 

 

１ 変更理由                                                             

 

２ 交付決定済額                 金           円 

 

３ 補助金交付申請額（変更後）     金           円 

 

４ 増 減 額                金           円 

 

５ 添付資料 

 

（１）事業計画書及び工程表 

（２）収支予算書 

（３）補助対象に係る見積書の写し 

(4)工事明細書 

（５）工事関係図面一式 

（６）備品の設置予定場所を示す位置図 

（７）その他、本市が必要とする書類 

 

  



 

様式第５号（第８条関係） 

 令和  年  月  日 

 

 福井市長 様 

 

 

住    所  

名    称 

代 表 者                       （※） 

                                           (※)代表者が手書きしない場合は、記名押印してください。 

 

 

 

 

   令和  年度 福井市地域子育て支援拠点事業開設準備経費補助金 

中止・廃止承認申請書 

 

 

 令和 年  月  日 付、福井市指令  第    号で交付決定を受けた補助事業を下記により（中止･廃止）

したいので、福井市地域子育て支援拠点事業開設準備経費補助金交付要綱第８条の規定により、申

請します。 

 

 

記 

 

１ 中止（廃止）理由 

 

 

 

 

２ 添付資料（参考となるべき資料） 

 

  



 

様式第６号（第１０条関係） 

令和    年     月     日 

 

福井市長 様 

 

住    所  

名    称 

代 表 者                       （※） 
  (※)代表者が手書きしない場合は、記名押印してください。 

 

 

令和   年度 福井市地域子育て支援拠点事業開設準備経費補助金実績報告書 

 

 

 令和    年     月     日付、福井市指令  第     号で交付決定を受けた福井市地域子育て支援

拠点事業開設準備経費補助金の事業実績について、福井市補助金交付規則第１１条の規定により、関係

書類を添えて報告します。 

 

記 

 

１ 補助金精算額        金                 円 

 

２ 添付資料 

 

（１）収支決算書 

（２）補助事業に係る契約関係書類の写し 

（３）工事完成引渡書の写し 

(4)納品書の写し 

（５）補助事業に係る領収書、経費の振込を行ったことを金融機関が証明した書類の写し 

（６）備品を設置した場所を示す位置図 

（７）建物内外主要部分の写真等 

（８）その他、本市が必要とする書類 

 

  



 

様式第７号（第１１条関係） 

 

福井市指令こ政第   号 

 

住    所 

名    称 

代 表 者 

 

令和    年     月     日付で実績報告のあった福井市地域子育て支援拠点事業開設準備経費補

助金については、福井市補助金等交付規則第１２条の規定により、補助金の額の確定を行ったので通知す

る。 

 

令和   年    月    日 

 

福井市長           

 

記 

 

１ 補助金確定額      金             円 

 

２ 確定の条件 

（１） 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出につ

いて証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を補助金の額の確定の日（事業の中止又は廃止

の承認を受けた場合には、その承認を受けた日）の属する年度の終了後５年間保管しておかなけ

ればならない。ただし、補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価５０万円以上の財

産がある場合は、前記の期間を経過後、当該財産の財産処分が完了する日、又は適化法施行令

第１４条第１項第２号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過する日のいずれか遅い

日まで保管しておかなければならない。 

（２） この補助金の使途及び経理状況については、市監査委員の監査を受けることがある。 

（３） 交付条件に違反した場合、補助金の返還を求めることがある。 

 

  



 

様式第８号（第１２条関係） 

 

 

 

 

 請   求   書  
 

 

金 額 ￥            ※ 
 

 
ただし（事 業 名 等）                  

   （実施場所等）                  

                            

 

 

 

 

上記の金額を請求します。 
     年   月   日 

 

住  所  

 

氏  名  

債 主   

担当者名  

 

連 絡 先                   

 

 

福 井 市 長  様 

 

 

以下の口座に振込してください 

金融機関名  預金種別 普通・当座 口座名義 
(カタカナで記入) 

 
支 店 名  口座番号  

 

 


